
年 金 制 度 の 体 系  
（数値は、注釈のない限り平成18年3月末）  

加入者数  
7．0万人  

H18．7．31  

「空木草野  
199．2万人  

H18．7．31   

〕〔憲若〕匿諾〕  
加入員数  
530万人  

H18．4．1  

確定拠出年金  

（企業型）  

確定拠出年金  

国民年金基金  
（職域加算部分）  

加入員数  
73万人  

国家公務員共済組合  

〔109万人〕  
地方公務員共済組合  

〔311万人〕  
私立学校数職員共演  

〔 44万人〕   

共済年金  
厚生年金保険   

加入員数 3．302万人  

旧三共済、旧農林共済を含む   

加入員数  

464万人  
H17．3．31  
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〔  

自営業者等   

」1′092万人  1  2′190万人  

〕
 
 

〔
 
 

〕〔公務員等〕  民間サラリーマン  

（3′766）万人   

第3号被保険者  第1号被保険者  第2号被保険者等  

※厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金及び私学共済年金の加入者は、   

確定拠出年金（企業型）にも加入できる。  

※国民年金基金の加入員は、確定拠出年金（個人型）にも加入できる。  

※適格退職年金については、平成23年度末までに他の企業年金等に移行。  

※第2号被保険者等は、被用者年金被保険者のことをいう（第2号被保険者のほか、   

65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者を含む。）。  

※（）内の数値は、時点が異なる数値を単純に合計して得られた暫定値。  

（7′049万人）  



公 的 年 金 制 度 一 覧  

○被用者年金制度  （平成17年度末（平成18年3月末）現在）   

老齢（退職）  老齢（退職）  
在／仝・i正依1 1⊥▲．I’’J  積立金  積立比率  保険料率  老齢（退職）年金  

適用者数  （平成19年  支給開始年齢  

区  分  年金 受給権者数 （老齢・  4月）  （平成19年度）   

退年相当）  退年相当）  簿価ベース  簿価ベース  

旦  （繰上げ・繰  ［時価ベース］  ［時価ベース］  

②   ②  下げ等除く）   

万人   万人   万円   兆円   兆円  兆円   ％   

厚生年金  2．8 7  16．9  31．3  132．4［140．3］  5．2 ［5．2］    報酬比例部分  
保  険  一般男子．・女子60歳  

坑内員・船員 58歳  

国家公務員  
108   6 3   1．71   22．3   1．9   8．8◆ ［9．2］   定額部分  

共済組合  
一般男子・共済女子63歳  

厚年女子 61歳  

地方公務員  
3 0 7   5．0  38．8 ［41．5］  10．5［10．7］  14．09 2   

坑内員・船員 58歳  

共済組合  
158   1．9 5   23．1  

私立学校  
4 5   9   5．0 2  21，6   0．4   3．3   ［3．5］  10．3［10．6］  11．522   

教職員共済  

計  3，762  1，382   2．7 2   17．8  38．6  183．3［194．5］   5．9 ［6．0］  

（注）1．厚生年金保険の老齢（退職）年金受給権音数及び平均年金月額には、日本鉄道、日本電信電話、日本たばこ産業及び農林漁業団体職員の各旧共済組合において厚生年金保険に統合される前に裁定され  
た受給権者に係る分を含む。  

2．共済組合の老齢（退職）年金受給権者数には減額退職年金に係る分を含む。（厚生年金保険に含まれている旧三公社共済組合、旧農林漁業団体職員共済組合に係る分についても同じ0）  
3．老齢（退職）年金平均年金月額は、老齢基礎年金を含んだものである。ただし、繰上げ・繰下げ支給（減額退職年金を含む）を選択した者と、報酬比例部分の支給開始年齢に到達しているが、定額部  
分の支給開始年齢に到達していない者は除外している。  

4．実質的な支出総費用額は、給付費から基礎年金交付金を控除した額に基礎年金拠出金を加えたものである。  
5．厚生年金保険における坑内員及び船員の保険料率は、15，704％であり、日本鉄道及び日本たばこ産業の各旧共済組合の適用法人及び指定法人であった適用事業所に使用される被保険者に係る保  
険料率は、それぞれ15．69％及び15．55％である。また、農林漁業団体等の適用事業所に使用される被保険者に係る保険料率は、15・412％である0  

6．厚生年金保険の積立金には厚生年金基金が代行している部分の積立金は含まれていない。  
7．厚生年金保険の積立金［時価ベース］は、旧年金福祉事業団から承継した資産に係る損益を含めて、年金資金運用基金における市場運用分の運用実績を時価ベースで評価したものである0なお、承継資  
産に係る損益の厚生年金・国民年金への按分は、厚生年金・国民年金のそれぞれの積立金の元本平均残高の比率により行っている0  

8．積立比率とは、前年度末に保有する積立金が、実質的な支出のうち、保険料拠出によって賄う部分（国庫・公経済負担を除いた部分）の何年分に相当しているかを表す指標である。  
（前年度末に保有する積立金が、国庫・公経済負担や追加費用を含めた実質的な支出総額の何年分に相当しているかを表す積立度合とは異なるD）   



一元化に係る閣議決定の経緯  

昭和59年3月28日 参予算委員会会議録（抄）  

○国務大臣（渡部恒三君）  

l ；「今度は70年、共済年金とこれは一緒になる。そのときに今の  
： ような議論は当然に出てくると思いますが、そこでこれを一つ  

： にするには厚生年金の方に一元化をしていくのか、あるいは共  
： 済年金の方に寄せて一元化をしていくのか、あるいはその真ん  
； 中をとっていくのかというような議論は当然に出てくると思い  

； ますけれども、そこでこれは十二分に検討し、また皆さん方の  
； 御意見も聞いて官民格差を将来是正していくという方向は打ち  

： 出していかなければならないと、こう思っております」  
l  

平成8年5月30日 参厚生委員会会議録（抄）  
l  

l  

… ○国務大臣（菅直人君）  

；「平成8年3月、各制度の目的、機能、過去の運営努力等につい≒  
： ても配慮し、各制度が21世紀にかけて成熟化する段階におい…  
； て漸進的に被用者年金の再編成を進めるという具体的な方針を；  

： 定める新たなその次の段階の閣議決定を行ったところでありま：  

： す。」  
l  

I 

l  

l  

：「残された問題が御承知のように幾つかあるわけですけれども、！  
； それらも今後の成熟化に伴う中で議論をし、さらなる次の段階∴  
； 場合によってはさらに次の段階という形で進めていきたいとい：  

： うことで、率直に申し上げて最終的な日限を明確に切っている：  
： わけではありません。」  
l  

l   

l  

l   

l  

■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●●＿＿＿●＿＿＿＿＿●＿＿．．．．＿＿．．．．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿t＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿l  
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平成16年改正法附則（抄）  

第3条 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度   
全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直   
しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直し   

を行うものとする。  

2 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制   
蜘 在り：引こついて検討を行うも 度 のとする。  

3 （略）  
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公的年金制度の一元化に向けてのこれまでの取組み  

【昭和60年改正前】  

【昭和59年2月閣議決定「公的年金制度の改革について」】  

公的年金制度全体の長期的安定と整合性ある発展を図るため、公的年金制度  

の一元化を展望しつつ、次のような改革を推進  

1国民年金を共通の基礎年金を支給する制度とし、厚生年金と共済年金は上  
乗せの報酬比例年金給付を行う制度とする（昭和61年度から実施）  

2 昭和61年度以降は、以上の措置を踏まえ、給付と負担の両面において制度  
間調整を進め、これらの進展に対応して年金現業業務の一元化等の整備を推  
進するものとし、昭和70年を目途に公的年金制度全体の一元化を完了させる。  

【昭和60年改正後】  
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【その後の取組み】  

○ 平成2年～8年 被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置  

法（制度間調整法）による制度間調整の実施  

○ 平成8年3月「公的年金制度の再編成の推進について」閣議決定  

○ 平成9年度 旧公共企業体（JR、JT、NTT）共済組合を厚生年金に統合  

○ 平成14年度 農林漁業団体職員共済組合を厚生年金に統合  

○ 平成9年度～ 基礎年金番号の導入  

【平成13年3月閣議決定「公的年金制度の一元化の推進について」】  

1公的年金制度の一元化lこついては、財政単位の拡大及び共通部分lこついて  

塑畳用負担の平準化を図ることを基本として、統一的な枠組みの形成を推進  
することとし、当面、以下のような対応を進める   

① 農林漁業団体職員共済組合：平成14年度に厚生年金に統合   

② 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合：両制度の財政単位の一  

元化  

③ 私立学校教職員共済：次期財政再計算暗からの保険料引上げの前倒し  

の検討、被用者年金制度における位置付けについての検討  

2 さらに、聯 こ、厚生年金  

保険等との財政単位の一元化も含め、更なる財政単位の拡大と費用負担の平  
準化を図るための方策について、被用者年金制度が成熟していく21世紀初頭  
の問に結論が得られるよう検討を急ぐ。  

【現在の状況】  
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公的年金制度の一元化  

（1）公的年金一元化をめぐる動向  

① 平成16年改正法の国会審議において、公的年金一元化が大きな議論   

に。  

⇒ 改正法附則第3条第1項及び第2項が衆議院修正で追加され、政府は、  

「公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の  

一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする」とされた。  

② 平成17年4月1日の衆参本会議で「年金制度をはじめとする社会保障制  

度改革に関する決議」が行われ、これに基づき、国会に「年金制度をはじ  

めとする社会保障制度改革に関する両院合同会議」が設置された。  

⇒ 同年4月8日より7月29日まで計8回、公的年金制度の必要性や国民皆  

年金の意義など根本的なテーマを含め、幅広い、精力的な御議論が行  

われてきた。  
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（2）被用者年 金一 元化の閣議決定までとその後  

平成17年  

0 9月、総理より、厚生年金と共済年金の一元化について、関係各省間   

において、処理方針をできるだけ早く取りまとめるよう指示。  

○ 被用者年金制度の一元化等に関する関係省庁連絡会議（※10月設置）  

において、「被用者年金一元化に関する論点整理」を提示（12／7）。  

○ 与党年金制度改革協議会において、「被用者年金一元化についての  

考え方と方向性」を提示（12／14）。   

※12月14日以降、翌年4月24日までに7回開催  
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′■■・ 、ノ  

、．公的年金制度の改割とっいて   

昭和59年2：月Z4月   
）  

閤・議 決 定  

届削ヒ社会め到来寺社会経済情勢¢変化に対串し、勾的年金制度生年わ虔劫的  
安雇と整合性ある発展を腐る・ためこ公的年金制度の∵元化を展望・しつつ、次のよ  

うな改革を推進するものとする。  

1．昭和59年において、国民年・金、厚生年金保険及び船員保険制度吋ついてこ  

‘次の韓虚妄詰ずる。  

．（ユヨ・国民年金の適用を廃盤年金保靡の被保険者及びその配偶者に拡大し、共通・  
の基鮮卑金を支給する制鹿とするとともに、厚生年金保険は、基礎年金の上  

’乗せ左して報酬旦例の車重姶舟を声■ぅ制度とナる。  

な革⊥船員保険の職務外年金軍門は厚生年金保険に統合する。  
（剖 これらの年金・斜度はおける給付と負担の長期的な均衡を虚像するた・め・、将   

来の給付水準の適正化を図る専わ措置を計画的に簿ずる七ともに、L療人四年   
金権の碍立及び障妻年金の売嚢等の改革を進め畠。  

2．昭都60年においては、共済年金について、上記わ峯礎年金の導入を図る等   

の改革の東旨にぬった制度改正を行う。  

3．上記1及び2の改革は、昭和‘61年度から実施する。  

互 昭和61年夏以降において鱒、以上申韓患を躊車え、給付と負担の両面にお  

㌣、て剖度尚調整を進める。これらの造酎こ対応して年金現奈美寄の」元化毎の  

整備を嬉達するものとし、彗担呈   

了きせる。．－  
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昭和59年3月28日・参予算委員会会議録●（抄）  

○野末陳平君  

（在職カットについて、‘厚生年金と共済年金の在職カットを平  

等にすべき。・どうしたらいいか、と質敵）   

9塁轟大臣＿≦腰部恒三君L   

私が倫理か▲ら年金担当大臣とい、うことで任命されております  

ので申し上げたいと思うんですが、先生が心配されておる官民  

格差をなくしていくというのは、まさに今回の年金改革のある  

べき将来の方向だと尽うんです。しかし、これは年金というの  

は約束事でありますから、こういう．改革をやる場合でも、やっ  

ぱり既得権は保護する、またそれぞれの期待していることがあ  

るわけですから、その期待権は尊重する、そういう中でやはり  

本来の社会保障としては先生の御指摘のよ・うに官民格差などあ  

るべきではないのでありますからそういう方向に行くのは当然  

で■ぁりますけれゼも、これはやはり時間がかかるこそこで全量  

改革案を出tたものは、■民間の厚単年金と国鳥年金と整星象堕  
頻塵  

は七十年、共湊車重とこ叫l坤  

な醜堕蓋然題≦三三．る上匙1事t軋．＿そこ三三塵圭二⊇上；王  
亙嘩垂  

皐嘩連星  

皇ユ玉出遡かというような≡愚は当然に出王i皇と塵ぶ卓王  

蝉畢・  

最も閃し、て軍犀碍善を畢来是正拠皇皇いう方匝晴拝呈出し  
王地層すけれども、さ  
きに申し上げたように、やはり⊥っの約束事でありますから、  
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既得権というものをきれいにもうあしたからなくするのだと ＿  

うわけにはまいりません。   
やはり、今度の改革案で婦人の支給開始年齢を五年引き上げ  

るということでも、土れは一遍に過激にならないように三年に  

山歳、十五年かけると、こう・いうことであ‘りますから、七十年、  
七十五年、そぅいう方向を自指して一つにそろえていく・。やは  

り官民格差をなくするということは今回の改革案の理感でござ  

いますが、こ．れがきれいになくなっでいくまでは時間がかかる  

ということiま御理解いたたきたいと存じます。  
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公的年金制度の再編成の推連にちいて・  

・  援軍冨慧 8年3月8   

公的年金制度の長期的垂足と整合性ある発展を図るため、これまで逐  

次・、全国民共通の基礎年金制度の導入、被用者年金制度の給付の公平化  
等ゐ改革を連吟てきた七ころであるが、’今後、‘更に就業構造の変イヒ、制  

度の成熟化の進展等に対応L制度の安定化・と公平化を図るため、次のよ  
うな再編成を推準する■ものとする。   

1．被用者年金制度の再編成についてはこ．財政単位の拡大及び尭通部分  

たちいての費用負担の平準化を図ることを・基本として、これを行うもの  
とする。  

ヽ・－▼  

2一家用昔年金轡摩の再編成を準遡るに■当たっ士措、徴  
発、嘩卓や運営努力等匡つVユても配慮↓、各制度が今後堪  

て感演虹ヒする度盛軽おいて以下のよ，うな漸進的な対応を進頓  
畢㌻軽率画．・  

（1）再編成め第十段階として、既に民営化・株式会社化しており、．か  

つ、・成翠化が最も薄行している日本鉄道共済組合、日・本たばこ産葉芽  
済組合及む日本電信電話共済組合を、平成9．年度に厚生年金保険に統  

合する。その際、統合前の期間に係る瘡付費について乱費用負患の  

平準化を図りつつ、被用者年金制度全体で支え合う措直を詫ずる 。  

（2．）’国家公務鼻共済親合及び地方公務員共済鮭合については、それぞ  

一れの成熟化の状況等を羊応じ、財政再計算時ごとに将来の財政見通し等  

につい七分析を行い、一公務員制度としての在り方をも踏まえっっ、‘ま  

ず両制度に率いて財・政安定化のための措置を検討する。  
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（早）農林漁業団体職員共済組合にっレナては、構成団体の組織整備め進  

展が制度壷盤に与える影響を、また私立学校数職員共済組合につい七  
臥その成熟化の進展等を踏まえつつ、・財政再計算時ごとに将来の由  

直見通し等にちいて分析を行い、被用者年金御慶全体の中におけるそ  
れぞれの制度の位置付けについて検討を希う。  

3・被用草年金制度の再編成を進める▼に当たってはJ．御慶運営に関する・ ′  

、  適切な情報の公開を行うととも隼、制度・の安定性、．公平性の確保に閲し ■■ 威蓼轟計算時きとに検証を行うものとする。   
4・年金現業業務につヤ、て軋制度運営の適正化・効率化及び加入者・  
受給者サ」ビスの向上を図るため、基礎年金番号の導入容その統一的な ‥  
処理を推進するこ  
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ヽ‘  

平成8年す月30日・厚生費貞全会・議録（抄）  

○釘宮馨君   

（平成8年閣議決定と昭和59年閣議決定との関嘩、また   

その経緯ヰこついて質F乱）   

Q画務太臣（菅直人君） ’ 
・■■√－′   

二  公的年金軸度の一元脚こつきま・して軋ヰ、■畢貞の青わ  

れ塵したように二昭和五十九年二月の蘭轟決定により政府  

の方針か示さ・れまして、これに基づいて昭兎六十年改正に  
おいてまず全国民共嘩の基嘩年金制度め導入を行い、また  

・被用者年金制度の二階部分甲給付の公平化を行った・ところ   

であります。   

；の解義決定では平成七年をめどに一元化を完了するこ  

とと定めており、これを時事えて平成六卓二月には傘的年  
金制度の一元化に関する懇談会を設置いたレまして関痍草  

の合著形成に努め、平成七年七月に薗懇談会からの報告書  
の繰出があったところセあります。  

、この怨敵会め報告を受けま七て、政府内部においても公  
的年金制度の再構成に関する検討を行いまLして、  

睾昂腰埠畢㊥遷草野力尊Iこぅや圭五  
重嘩蛸蜃野菜中空嘩嘩軽重埋草嘩襲鍵草卑嘩嘩軽重  
い享漸華駒【；被用・年金の 撃成を進めるといi真昼塾生  

墨蝉皐酢奄草の・準ぬ車嘩申開嘩艶星型皇呈  
ろであります。   

そう小った意味で、さきの閣議決定は、・葦不的には相当  

程度それに由って基準年金の導入なぞを含めて進んできて  

今回の改正案の纏案■になぅているわけですけれども、さら  
なる努力を今撃もすると 

閣議決定をし、同時に七の法案甲提出をしてお願いしてヤ、  
ると、そういうように頭解し七おり●ます。  
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○釘宮馨君  

・．、（一元化の完了時顛をいちごろと考えているかという質  

－ 

○至撃大臣（菅直人君）   

⊥元化とV●、う青葉白体がやや幅のある言葉だということ   

はきょう午前中の質疑の中でも何人かの委員の方め答弁で   

申し摩をヂたわけですが、今回の絵筆で三牟社の共済が厚生  
年金に統合されると。盈麺担  

・かあ嘩睦  

で蓋弘 し、さらなる次の 陸」 地主皇！；畢  
吸盤階上上皇型王墓塾三上辿＿＿垂直⊆卓  

．  

些連  

坐塵立ただ、再計算ごとというふつめめどがあり■ますので、  

それを∵つゐめどとしながら最終的な一元化の方向に向か  

って速めていきたいと一思らております。  
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公的年金軸度の一元化の推進について  
l  

〔冨成13年3月’1・、6是〕－                         議  決  

就業構造の変イヒ、制度申戌熟他の進展等に対虚し公的年金制魔の安  

定化と公平化を図るためこ公的年金軸度の一元化を推進してきたとこt  

ろであるが、今後、次に矧デるところによりその更なる推進を図るも  
のとする。  

■1 公的年金制度の一元化についてはヾ財政単位の拡大及び葬通部分   

についての費用負担の平準化を図■ることを草本として、統†的な枠  
組み曙窄成を推進する七ととし、当面、以下の・ような対応を進め翫  

・（1・）■農林漁業団体戦員共済組合については、平成1・4年度に厚生年   

金廃除拝読合する 。  

（幻国家公務員共済組合及び地方公準農兵済組合につ）1て軋 どや  

呼公務員とV・、う職域妃適用される年金廟慶であることから、両制  
度の財政単位の∵元化逆図る‘。こぁた軋一速やかもキ皐年堕潔費敬 一′  
みについて検討を進め、次期財政再計算はこの財政単瞳あ」元化   

を前提．として実施するこ  

．（3）・私立学校教職員共済については▲、公的年金制度に係る共準部分   

についての費用負担の平準化を図る見地から一、次期財政再計算時  

● 

者年金制度にぉける私立学校数職員共済の位置付抒について、上   

記の国家公務員畢済組合及び地方公務員共済組合に歩ける検討と   

並行して、．次期財政再計算晦まで仁具捧的な硬討を行い、その結   

束を踏まえて必要な持直を欝ずる。  
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・2 さらに、・墾空室撃  
攣華甲野草阜嘩±元聖甲、・軍鮎歴些些些  

．大と膏用負担の平準化を図る鞋めの方夷にらい・て、被用者年金制度  
が成熟化していく・2●  1世紀初頭の闇  に緒論が得られるよう  麹討を急い  

ぐ。  
‾：二  

3・畢金野隆替嵩会に年金数理に関する専門的な知識、∴経験を草する  

■者等かち構成される部会を計転当該部会において疲用者年金制度▼  

の安定性」公平性め確保に閲し、財政再計算時における検証のほか、  

毎年摩の報告を求挙ることを要請するものとする。  
’ぁゎせて、同部会において、∴披用昔年牽制度の一元イヒの具俸的な  

・措塵が藩じられる際の具体的な費用準担の在り方等について、年金  
数理的な観点からめ所要の検討、検証がなされるよう要請するもの  

とする。  
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